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　年末年始のごみ収集とし尿汲み取りは下記の日程表
のとおり行ないます。ごみ出しは朝の 8時 30 分まで
にお願いします。
●個人搬入
 ・搬入は４トン車以下に限ります。
 ・所定の手数料が必要です。
 ・環境美化センターへの可燃ごみの搬入はできません。
【搬入先】
可燃ごみ・可燃性粗大ごみ
東部清掃工場（大津町古城 1046-2）
☎ 293-5245
資源物・埋立ごみ・不燃性粗大ごみ
環境美化センター（大津町大津 115）
☎ 293-1222

　

９
月
の
燃
や
す
ご
み
搬
入
量
は
、
先
月
に

引
き
続
き
減
少
し
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
今
年
の
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
燃

や
す
ご
み
は
、
前
年
の
同
時
期
と
比
べ
約
92

ト
ン
、
１
・
９
％
増
え
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
ご
み
減
量
化
へ
の
取
り
組
み
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ご
み
減
量
の
ポ
イ
ン
ト

　

こ
れ
か
ら
の
時
期
、
贈
答
品
な
ど
を
送
る

機
会
が
増
え
て
き
ま
す
。

　

贈
答
品
を
送
る
時
は
、
過
剰
包
装
さ
れ
た

商
品
の
購
入
は
避
け
、
な
る
べ
く
簡
易
包
装

を
お
願
い
す
る
な
ど
、
ご
み
の
発
生
を
抑
制

し
ま
し
ょ
う
。

E n v i r o n m e n tE n v i r o n m e n t

環境通信
問い合わせ先

環境衛生課（合志庁舎）☎ 248-1202

年末年始のごみ収集・し尿汲み取り

燃
や
す
ご
み
の
量
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

家庭から出る燃やすごみの量 単位：㎏

9月分 前月比 前年比

ごみ排出量 754,230 － 43,520 － 19,060

1 世帯当たりの
ごみ排出量 35.35 － 2.07 － 1.63

1 人当たりの
ごみ排出量 13.18 － 0.78 － 0.57

※ごみ排出量については、東部清掃工場に収集車で搬入
されるごみと直接搬入されるごみの量です。可燃性粗大
ごみは含んでいません。

月 12月 1月
日 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1～ 3 4 5
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火・水・木 金 土

ご
み

市
収
集

可　燃

合志市ごみ収集予定表のとおり資源物

埋　立

個
人
搬
入

東部
清掃工場

可燃性
粗大ごみ
燃やすごみ

 午前
8時30分
～正午

休み 午前8時30分～午後5時

 午前
8時30分
～

午後5時
休み

 午前
8時30分
～

午後5時

 午前
8時30分
～正午

環境美化
センター

不燃性
粗大ごみ
資源物・
埋立ごみ

休み 休み 休み

し
尿 汲み取り 平常

どおり 休み 休み 平常
どおり 休み 平常

どおり

●し尿汲み取り
12 月 22 日（土）午後５時までに、業者に直接連絡
してください。汲み取りの最終日は 12 月 28 日（金）
午後４時まです。
●粗大ごみ収集受付
１月収集分の予約受付は、12 月 28 日（金）までに
ご連絡ください。

【粗大ごみ収集・し尿汲み取り連絡先】
㈱セイブクリーン
☎ 242-0059　
0120-812-583

㈲宇都宮産業　※粗大ごみ収集のみ
☎ 345-8961　
0120-958-367
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使
用
料
収
入
の
現
状
、
改
定
の
目
的

　

下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
の
汚
水
処
理
費

用
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
支
払
う
使
用
料
で

１
０
０
％
ま
か
な
う
の
が
原
則
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
本
市
で
は
、
組
織
や
業
務
の
や
り
方

の
見
直
し
な
ど
を
通
じ
て
経
営
の
効
率
化
を

図
っ
て
い
ま
す
が
、
使
用
料
に
よ
る
収
入
が

汚
水
処
理
費
用
の
約
70
％
に
と
ど
ま
っ
て
お

り
、
起
債
（
借
入
）
や
一
般
会
計
（
福
祉
や

教
育
、
消
防
な
ど
市
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を

行
な
う
た
め
の
会
計
）
か
ら
の
繰
入
金
に

よ
っ
て
不
足
分
を
補
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

　

今
回
の
改
定
は
、
下
水
道
事
業
が
一
般
会

計
に
依
存
し
て
い
る
状
況
を
改
善
す
る
た
め

に
、
汚
水
処
理
費
用
の
約
80
％
以
上
を
使
用

料
で
ま
か
な
う
水
準
を
目
指
し
て
料
金
設
定

を
行
な
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

〜
平
成
25
年
５
月
請
求
分
か
ら
適
用
〜

下
水
道
使
用
料
を
改
定
し
ま
す

問
い
合
わ
せ
先　

上
下
水
道
課　

庶
務
料
金
班
（
合
志
庁
舎
）
☎
（
２
４
８
）
１
１
５
９

下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金（
分
担
金
）

の
一
括
納
付
報
奨
金
が
変
わ
り
ま
す

　

本
市
で
は
、下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
際
に
、

下
水
道
の
建
設
事
業
に
係
る
費
用
の
一
部
と

し
て
、
下
水
道
の
受
益
を
受
け
る
人
に
下
水

道
事
業
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
を
賦
課

し
て
お
り
、
一
括
納
付
し
た
場
合
、
納
付
額

に
応
じ
て
報
奨
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
平

成
25
年
4
月
1
日
か
ら
、
下
記
の
表
の
と
お

り
変
わ
り
ま
す
。

一
括
納
付
と
は･･･

下
水
道
事
業
受
益
者
負

担
金
（
分
担
金
）の
納
付
額
・
納
期
限
の
決
定

を
受
け
た
人
が
、そ
の
最
初
の
納
期
限
ま
で
に

全
額
を
一
括
で
納
付
す
る
こ
と
で
す
。

改定内容　 （金額は税抜き）

使用水量の区分 改定前 改定後 値上額

基本料金 0から8立方メートルまで
使用料金1件（月）分につき 600円 700円 100円

超過料金 8立方メートルを超える
使用水量１立方メートルにつき 100円 120円 20円

0

汚水処理
費用

維持管理費

平成23年度  汚水処理費用と財源

3億6,000万円

下水道使用料
5億9,200万円

（億円）

資本費（起債の返済など）
5億3,500万円

汚水処理
財源

1 2 3 4 5 6 7 8 9

一般会計繰入金など
2億300万円

資本費平準化債
（起債）1億円

改正前 改正後

改正適用
基準日

平成25年3月31日までに負担金
（分担金）の決定を受けたもの

平成25年4月1日以降に負担金
（分担金）の決定を受けたもの

報奨金
交付対象

下水道計画区域内の土地について一
括納付した場合のみを対象とする

下水道計画区域の内外を問わず一括
納付した場合を対象とする

報奨金
交付率

一括納付額の20％を報奨金として交
付する

一括納付額の10％を報奨金として交
付する

　

本
市
で
は
、
平
成
25
年
５
月
請
求
（
４
月
使
用
）
分
か
ら
の
下
水
道
使
用
料

に
つ
い
て
、
基
本
料
金
を
１
０
０
円
引
き
上
げ
て
７
０
０
円
に
、
超
過
料
金
を

20
円
引
き
上
げ
て
１
立
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
１
２
０
円
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
な
お
、
今
回
は
水
道
料
金
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

計算方法　
{ 基本料金（8㎥まで）+超過料金（9㎥以上）} × 1.05（消費税）
例（使用水量20㎥の場合）
｛700円+（12㎥×120円）｝×1.05＝2,240円（10円未満は切り捨て）


